
 

令和３年度御宿町職員採用試験受験案内 

                                                    御宿町役場総務課 

 １．採用予定人員等 

試験職種 採用予定数 受  験  資  格 

行政（上級） ４名 
昭和６１年４月２日から平成１４年４月１日までに生まれた方で、

学歴を問わない。 

保健師 １名 
昭和５６年４月２日以降に生まれた人で保健師の免許を有する方

又は令和４年３月末までに当該免許を有する見込みの方。 

行政（初級） 

【身体障害者】 
１名 

昭和５６年４月２日から平成１４年４月１日までに生まれた方で、

学歴を問わない。【身体障害者手帳又は都道府県知事の定める

医師（以下「指定医」という）若しくは産業医による障害者の雇用

の促進等に関する法律別表に掲げる身体障害を有する旨の診

断書・意見書（心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小

腸、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫又は肝臓の機能の障害につ

いては、指定医によるものに限る。）の交付を受けている者で、通

勤及び職務の執行に介助者を必要とせず、活字印刷文の出題

に対応できる方】 

 

 ２．受付期間 

  令和３年１０月２５日（月）から令和３年１１月１０日（水）まで  

※土日祝日は除きます。 

  受付時間は、午前８時３０分から午後５時１５分までです。 ※郵送可 １１月１０日消印有効 

 

 ３．申込方法 

  『令和３年度 職員採用試験申込書』に必要事項を記入のうえ、別添様式の志望動機を添えて、受付

期間内に直接又は郵送により総務課へ提出してください。 

   ※職員採用試験申込書は総務課で配布しています。  

    （配布時間：土日祝日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで） 

郵送を希望する方は、１２０円切手を貼った返信用封筒（角２Ａ４サイズ）を同封し、『職員採用試験

申込書希望』と明記して総務課まで送付してください。 

 

 ４．試験日時、場所 

   【第１次試験】令和３年１１月２８日（日） 会場：御宿町役場２Ｆ会議室 

            受付時間：午前９時２０分～９時４０分 

試験開始：午前１０時００分 

【第２次試験】令和３年１２月中旬又は下旬を予定 

            詳細については、第１次試験合格者に別途通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ５．試験内容 

【第１次試験】 

試験職種 一次試験科目等 試験時間 試験レベル（一般教養） 

行政（上級） 

教養 

事務適性検査 

性格特性検査 

２時間 

１０分 

２０分 

大学卒業程度 

 

 

保健師 
教養 

専門（保健師） 

２時間 

１時間３０分 

大学卒業程度 

 

行政初級 

（身体障害者） 

教養 

事務適性検査 

性格特性検査 

２時間 

１０分 

２０分 

高校卒業程度 

 

 

                               

    

【第２次試験】 面接試験等を予定 詳細については、第１次試験合格者に別途通知します。 

  

６．採用予定時期 

  採用試験の合格者は、原則として令和４年４月１日採用となります。 

  ただし、次の場合は採用を取り消すことがあります。 

  ○受験資格がないこと、試験申込書等提出書類の記載事項が事実と異なる場合、又は採用時に必要

な書類が提出できない場合 

   

 ７．次のいずれかに該当する方は受験できません。 

  ①日本国籍を有しない者 

  ②禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

  ③御宿町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

  ④日本国憲法施行の日以後において日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊す 

   ることを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

８．給与、勤務体制、休暇等 

   ① 給与は、「一般職の職員の給与等に関する条例」等の規定により、給料及び扶養手当、通勤手当、

住居手当、時間外勤務手当、期末勤勉手当等が支給されます。 

   ② 勤務体制は、午前８時３０分から午後５時１５分まで（休憩１時間を含む）、週５日です。 

   ③ 休暇は、年間２０日の年次休暇や特別休暇などがあります。 

 

 【お問い合せ先】 

   御宿町役場 総務課 行政班 

   〒299-5192 千葉県夷隅郡御宿町須賀 1522番地 

 ℡ 0470-68-2511（内線 41３）                    


